
報告第１４号  

 

 

   専決処分の報告について  

 

 

 地方自治法第１８０条第２項の規定により，議会において指定されている

事項について別紙のとおり専決処分したので報告する。  

 

 

  平成２７年  ９  月  ２  日  

 

 

                  調布市長  長  友  貴  樹     



           専   決   処   分   書  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により，

議会の議決により指定された市長の専決処分事項について，次のとおり専決

処分する。  

 

 

  平成２７年  ８  月  ７  日  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 市は，電線共同溝の蓋を落下させたことにより物件に損害を与えた事故に

よる損害賠償の額を次のとおり決定する。  

 

 

１  損害賠償の額  ９０，４０５円  

２  損害賠償の相手方  

     港区港南１丁目９番１号  

      ＮＴＴ東日本  

       東京事業部設備部長  小  枝  明  広  

 


